
【湯浅町の給与・定員管理等について】

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）
住民基本台帳人口 （参考）
（２３年４月１日現在）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）　１ 職員手当には退職手当を含みません。

　　　　２ 職員数は、平成２２年４月１日現在の普通会計決算の人数です。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月1日現在）

グラフ

（注）　１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す

　　　　　 指数です。

　　　　２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもの

　　　　　です。

（４）一般行政職給料表の状況（平成２２年４月1日現在）
①一般行政職

最高号給の
給料月額

１号給の
給料月額

135,600 円

243,700 円

６級５級

307,800 422,600

320,600

400,600

289,200

388,300

261,900

４級３級２級１級

222,900円 円185,800 円円

円 円 円

円

円円354,700

Ｂ／Ａ

１人当たり給与費

Ｂ／Ａ

5,122

２１年度の人件費率

19.9

156,846 665,906

歳出額 実質収支 人件費 人件費率
Ａ Ｂ

職員手当 期末・勤勉手当

２２年度
人 千円 千円

130 462,930 46,130
千円 千円 千円

区分

２２年度

区分
給料Ａ

職員数 給与費
計　　Ｂ

千円 千円人 ％ ％
1,106,119 12.68,751,42913,701 2,623

千円

H23
91.1%

H23
94.5%

H23
95.3%

H18
89.6%

H18
92.8%

H18
93.5%

86.0%

87.0%

88.0%

89.0%

90.0%

91.0%

92.0%

93.0%

94.0%

95.0%

96.0%

湯浅町 類似団体平均 全国町平均



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２３年４月１日現在）
①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円

歳 人 円 円 歳 円
歳 人 円 円 歳 円
歳 人 円 円 歳 円
歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成1９年～２１年の３ヵ年平均）

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

③税務職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

④看護・福祉職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

⑤福祉職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１ 「平均給料月額」とは、２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外手当などの

　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

（２）職員の初任給の状況（２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

類似団体 41.5 296,022 335,130

平均給料月額 平均給与月額

国 45.5 314,065 343,856
湯浅町 36.8 267,700 314,860

区分 平均年齢

1.91209,70053.8用務員400,0971

（Ａ）

1.19廃棄物処理従業員

55.0

144,500
140,100

―

―

172,200

44.6

141,900

330,000

312,829

380,783

和歌山県

290,600

321662

346,757

―

調理師
365,522

444,657

367,540

―

―304,255

国

―

―
―

44.8

――

240,500

― ― ―
―

1.49
――

参考

Ａ／B

――

民間
対応する民間
の類似団体

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）

―355,240

平均年齢

42.3
42.8

平均給料月額 平均給与月額

397,723
412,144
343,621

365,081

1

50.5

公務員

366,597

41.4

344,164

318,600

平均給与月額

区分

湯浅町

類似団体
国

和歌山県

平均給料月額

47.6

3,689

1

9 285,441

338,161

42.8 314,720

49.5

57.8
59.5

平均年齢

―
―

359,164

50.3

50.7

281 338,967

358,422

289,300

7

10

職員数

327,205

区分

うち学校給食員

類似団体

うち清掃職員

その他技能労務職

湯浅町

国

うち用務員

323,049

和歌山県

283,862

349,888332,10049.7

平均給与月額

湯浅町

区分 平均年齢 平均給料月額

140,100
一般行政職

技能労務職
高校卒
高校卒 140,100

―
――

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

178,800

中学卒

371,503

湯浅町区分

類似団体
国

大学卒

41.9
40.3

43.0 374,992
40.8類似団体

172,200

294,710

303,790

湯浅町 37.8 258,000 387,371
国



（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（２３年４月１日現在）

人

人

人

人

人

（注）１ 湯浅町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務を表しています。

（注）　平成１８年に８級制から６級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

（２）昇給への勤務成績の反映状況

２５年以上３０年未満

16.3%

16.3%

43.5%

15

15

40

302,500
328,300

　未実施

11 12.0%副課長

課長・事務局長・会計管理者

１級

標準的な職務内容

主事

主事

係長・主任・主査

区分

５級

３級

４級

10.9%

高校卒 281,000

構成比

―

職員数

― ―

大学卒 258,200

中学卒
技能労務職

一般行政職
336,200

２級

区分 １０年以上１５年未満

10

２５年以上３０年未満

319,300
365,400
331,200

２０年以上２５年未満

２０年以上２５年未満

高校卒
区分 １５年以上２０年未満

243,100

１級, 16.5%
１級, 10.9% １級, 0.0%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２３年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比



４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

１人当たりの平均支給額（２１年度） １人当たりの平均支給額（２１年度）

千円 千円
（２２年度支給割合） （２２年度支給割合） （２２年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

役職加算　５％～１０％ 役職加算５％～２０％　管理職加算10～20％ 役職加算５％～２０％　管理職加算10～25％

（注）　（ 　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（２）退職手当（２３年４月１日現在）

支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他加算措置 　定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算 その他加算措置　定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

（退職時特別昇給　　　　　　　　な　し　） （退職時特別昇給　　　　　　　　な　し　）
1人当たり平均支給額 千円 千円
(注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額です。

（３）特殊勤務手当
支給実績（２２年度決算） 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度） ％
手当の種類（手当数）２２年度

（４）時間外勤務手当
支給実績（２２年度決算） 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 千円
支給実績（２１年度決算） 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 千円

59.28

従事した日１日 1,000円～2,000円感染症患者訪問手当

59.28 59.28

23.50

59.28
59.28

主な支給対象職員

2,990 20,228

30.5530.55

職制上の段階、職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

41.3433.50

　未実施

国湯　浅　町

23.50

（0.65） （0.65）

国和歌山県

（1.45）
1.35

（1.45）
2.601.35 1.35

湯浅町

1,6001,246 ―

2.602.60

手当の名称
1

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務

33.50 41.34
47.50 59.2847.50

感染症患者の家庭を訪問し、保健指導す
る職員 保健業務他

0
0

0.0

17,901
174

21,270
198



（５）その他の手当

（２２年度決算）

1
2

3

1

2 自宅を所有している職員（自宅）

1 交通機関　限度額
５５，０００円

2 交通用具　限度額
２４，５００円

課長級職員 ３０，０００円

副課長級職員　　２０，０００円

５　特別職の報酬等の状況（２３年４月１日現在）

給料月額等 給料月額等
（参考）類似団体における最高／最低額

町長 円 最高　896,000円　　　最低　480,000円

副町長 円 最高　689,000円　　　最低　470,200円

教育長 円
議長 円 最高　408,000円　　　最低　240,000円

副議長 円 最高　340,000円　　　最低　176,000円

議員 円 最高　320,000円　　　最低　155,000円

町長 （平成２２年度支給割合） 役職加算

副町長 ２．６月分（６月期 １．２５月分、１２月期 １．３５月分）×（給料月額＋給料月額×３５％）

教育長
議長 （平成２２年度支給割合） 役職加算

副議長 ２．６月分（６月期 １．２５月分、１２月期 １．３５月分）×（給料月額＋給料月額×３５％）

議員
（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

町長 ６５万円×在職月数×０．４３３ 任期毎
副町長 ５６万円×在職月数×０．２５８ 任期毎
教育長 ５２万円×在職月数×０．２０８ 任期毎

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における

  退職手当の見込み額です。

退職手当

5,191,680円

期末手当

報酬

13,509,600円
6,935,040円

220,000
235,000
280,000

給料

区分

560,000
650,000

520,000

内容及び支給単価

住居手当

通勤距離が片道２ｋｍ以上で、交通
機関を利用し、あるいは交通用具を
使用して通勤している職員

通勤手当

　　　　　５，０００円加算

同じ

5,991

配偶者　　　１３，０００円
配偶者以外の扶養親族
　　　　　　　　６，５００円

手当名 支給実績

扶養手当

国の制度と
の異同

管理職手当 異なる

同じ

住居を借り受け月額12,000円を超
える家賃を支払っている職員（借
家）

　　　　　　　最高２７，０００円

　　　　　　　　　　　２，５００円

異なる

満１６歳から２２歳の子

　　配偶者がいない場合
　（そのうち１人については、

230,400

円

　　　　　　　１１，０００円)

2,981

千円

支給職員１人当たり

円

千円

292,800

248,400

7,320

千円 円

11,187 189,600

千円 円

（２２年度決算）

平均支給年額



６　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

区分
部門

退職による減(▲１）、退職補充による増（１）

電算事務を管財事務担当者が兼務することによる減（▲1）

企画開発員が育休により総務一般への異動による減(▲1）

育休者の総務課付による増（3）

清掃職員の退職者不補充による減（▲1）

水道事業職員1名県へ派遣に伴う欠員補充による増（1）

下水道事務を土木事務担当職員が兼務することによる減（▲1）

(注）１ 職員数は一般職に属する職員です。

　　  2 教育長を含みます。

（２）年齢別職員構成の状況（２３年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

※一般行政職の職員数

保育士の退職者不補充による減（▲1）
育休者の総務課付による減（▲1）
民生一般職員欠員補充による増（1）

社会教育事務職員の異動不補充による減（▲1）
給食センター調理員退職不補充による減（▲1）

区分

職員数

２４歳 ２８歳

未満

２０歳 ２０歳

1 6 10

計

91
人

４４歳

5 17 9 010 7 6 9 11

５９歳５５歳５１歳３１歳 ３５歳
｜

５６歳５２歳 ６０歳

｜
４８歳

｜｜ ｜｜
４０歳３２歳 ３６歳

｜ ｜｜ ｜
３９歳 以上４３歳２３歳 ４７歳２７歳

-3

合計

水道
131 128

149

1

1
0

-2

-1

0
0
0
0

-1
-1

-1

0

0
-3

7

4
8

37

15
111

19 17

31
2 2

32
7
6

職員数
平成２３年平成２２年

112
16

38

8
4
6
7

公営
企業
等会
計部
門

小計

その他

下水道 0

14

21

6
1

衛生

民生

土木

教育部門

小計

14

21
152

議会

普通
会計
部門

一般
行政
部門

商工
農水
税務
総務

計

対前年
増減数

主な増減理由

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

２０歳未満 ２０

｜

２３

２４

｜

２７

２８

｜

３１

３２

｜

３５

３６

｜

３９

４０

｜

４３

４４

｜

４７

４８

｜

５１

５２

｜

５５

５６

｜

５９

６０歳以上

系列1

系列2H２３構成

H１８構成



（３）定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１９年４月１日～平成２３年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）湯浅町集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年別進捗状況（実績）の概要
区分

部門 数値目標

(注）１　計画期間は、１９年～２３年の４年間です。

　　　２　増減は、各年の欄にあっては対年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年までの職員増減数の累計を

　　　　　示します。

７　公営企業職員の状況

（１）水道事業
①職員給与費の状況
ア 決算

Ｂ／Ａ
千円 千円 千円 千円

6
（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。

　2 職員数は、平成２２年３月３１日現在の人数です。

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２３年４月１日現在）

③職員の手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（２２年度）
千円

（２２年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

月分 月分
（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５％・１０％

平均年齢

２２年度

基本給

湯浅町

1.35

区分

一人あたり給与費

26,391 1,974 9,092 37,457 6,243
千円

湯浅町

区分

区分
職員数

Ａ

総費用

Ａ

２２年度

366,542

給　与　費
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ

平均月収額
520,23651.7

人

9,150 37,457 13.7
千円 千円 千円 ％

273,124

（参考）

純損益又は実
質収支

職員給与

Ｂ

総費用に占める職員
給与費比率

Ｂ／Ａ

148
▲ 13

157
▲ 2

153
▲4

148
▲ 5

全部門
増減

職員数 161 159
▲ 2

１９年～２３年
計画始期 計２年目 ３年目 ４年目 計画終期

１９年 ２０年 ２１年

数値目標
計画期間

１６１名から１４８名への減平成23年4月1日平成19年4月1日
始期 終期

２２年 ２３年

平成19年4月1日 平成23年4月1日
純減数

職員数職員数
％

純減率

161 148 13 8.1
人 人 人

1,516

2.60



イ 退職手当（２３年４月１日現在）

支給率 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分
その他加算措置 　定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

（退職時特別昇給　　　　　　　　な　し　）
1人当たり平均支給額 千円 千円
(注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ時間外勤務手当
千円
千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みません。

エ その他の手当

1 配偶者　　　１３，０００円
2 配偶者以外の扶養親族

　　　　　　　　６，５００円
　（そのうち１人については、
　　配偶者がいない場合
　　　　　　　１１，０００円）

3 満１６歳から２２歳の子 円
　　　　　５，０００円加算

1

　　　　　　　最高２７，０００円

2 自宅を所有している職員（自宅 円
　　　　　　　　　　　２，５００円

1 交通機関　限度額
５５，０００円

2 交通用具　限度額 円
２４，５００円

課長級職員　　　３０，０００円

副課長級職員　 ２０，０００円 　

円

同じ

異なる

同じ

異なる

（２２年度決算）

千円

123

支給実績

59.28

管理職手当

通勤手当

住居を借り受け月額12,000円
を超える家賃を支払っている
職員（借家）

通勤距離が片道２ｋｍ以上で、交
通機関を利用し、あるいは交通用
具を使用して通勤している職員

住居手当

扶養手当

支給職員１人当たり

平均支給年額手当名 内容及び支給単価
国の制
度との
異同

23.50
33.50

211
841

（２２年度決算）

0

47.50 59.28
59.28

湯　浅　町

938

千円

324

30.55

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）
支給実績（２２年度決算）

0

41.34

千円

187,600

324,000

41,000

343,500

千円

687


